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平成２２年１１月 ５日 

各     位 

会 社 名 日 本 テ レ ホ ン 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 高 山  守 男

 (JASDAQ・コード番号：９４２５)

問合せ先 執行役員  管 理 本 部 長

兼 経営企画部長

   茶 谷 喜 晴

電話番号 ０６－６８８１－６６１１ 

 

 

第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ 
 

当社は、平成 22 年 11 月５日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される株式の

募集を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．第三者割当により発行される株式の募集 

 

１．募集の概要 

 

（１）発行期日 ： 平成２２年１１月２２日 

（２）発行新株式数 ： 当社普通株式  3,090 株 

（３）発行価額 ： 一株につき金 26,037 円 

（４）発行価額の総額 ： 金 80,454,330 円 

（５）資本組入額 ： 一株につき金 13,019 円 

（６）資本組入額の総額 ： 金 40,228,710 円 

（７）募集又は割当方法 

（割 当 先）

 

： 

： 

 

第三者割当の方法によります。 

株式会社 光通信 

 

 

２．募集の目的及び理由 

 

当社は、携帯電話等の移動体通信端末の販売を中心とする移動体通信関連事業および電話加入権等の固

定電話サービスの取扱いを中心とする固定通信関連事業の他、その他の事業として、中古携帯電話機    
「エコたん」の販売を行うリユース事業をおこなっております。 

当社の属する通信業界におきましては、主力である移動体通信関連事業において、平成 22 年９月末にお

ける携帯電話・ＰＨＳ等の移動体通信サービスへの累計加入契約件数は 119,178 千件となり、市場の成熟

化は以前にもましてますます進展しております。 

 

 



- 2 - 

この様な事業環境において、主力の移動体通信関連事業におきましては、携帯電話・ＰＨＳ等の端末機

器の販売は、スマートフォンに代表される高機能端末機器は比較的堅調に推移しているものの、従来タイ

プの端末機器においては機能面やデザイン面で目新しさが無く、また価額面からは割賦販売制度に伴う端

末価額の高騰と買換サイクルの長期化に伴う販売機会の急激な減少や、競合他社との苛烈な販売競争によ

り、事業環境は前事業年度に引き続き厳しい状況で推移しております。 

一方、今後の事業の中核とすべく一昨年前より全社を挙げて展開を進めてまいりました中古携帯電話機

「エコたん」の取扱いを始めとするリユース事業におきましては、昨今の移動体通信端末機器の高騰と環

境や資源リサイクルを始めとした「エコロジー」機運の高まりと共に、各メディアによる報道も手伝い、

社会への認知度の向上に合わせ順調に売上高が増加しつつあります。 

当社は、ますます競争の激化が予測される移動体通信分野においては、サービスの終了が間近な第二世

代移動体端末機器からの買換需要、法人・個人の二台目需要、昨今のスマートフォンブームに伴う二台目

需要への対応を強化してまいりましたが、買換サイクルの長期化に伴う販売機会の急激な減少および販売

コミッションの逓減等により、同事業における収益環境は厳しい状況が続いております。 
この様な状況を踏まえ、当業界において強い営業力を有する株式会社 光通信との資本・業務提携を行な

うことにより、同社が擁するグループ企業との取引関係を構築し、収益環境の改善を図ることが可能であ

ると判断をいたしました。 

また、当社の中古携帯電話機「エコたん」の取扱いを初めとするリユース事業においては、大手家電量

販店やリユース専門企業との協業の他、フランチャイズ加盟店の募集等、販売チャネルの多様化を積極的

に推進した結果、順調に売上高が増加しております。 

当社は、同事業分野において先駆的な役割を担っておりますが、圧倒的な国内店舗網を始めとした強力

な営業力を有する株式会社 光通信、並びに同社グループとの取引関係を強化することで、両社が有する商

材と種々のサービスを相互に補完し、合わせて販路の拡大を行うことにより、同事業を更に発展させるこ

とが可能であると考えられます。 

当社と資本・業務提携を予定する株式会社 光通信、並びに同社グループは、第24期第１四半期末におい

て、子会社 115社、持分法適用非連結子会社８社および、持分法適用関連会社 100社により構成されてお

り、各事業子会社・関連会社において、中小企業向けのＯＡ機器販売や、各種通信サービスの加入取次、

法人向け移動体通信サービスの提供等を行う「法人事業」の他、携帯電話ショップの運営および販売パー

トナーに対する携帯電話端末の販売を行う「ＳＨＯＰ事業」、並びに「保険事業」等を行っております。 

当社は、とりわけ両社に共通する移動体通信分野のみならず、それぞれが持つ得意とする分野において

両社の利害を一致させることにより更なる事業の拡大を図ると共に、両社の協力関係をより一層強固なも

のとし、長期に渡りこれらの提携事業を継続するため、資本・業務提携を行うと共に、本第三者割当増資

を実施するものであります。 

なお、本第三者割当増資によって当社が調達する資金につきましては、平成22年10月末現在において金

融機関３行より借入れをしております短期借入金 197百万円への約定返済資金として充当する他、今後の

事業の柱となる中古携帯電話機販売コーナー整備を主な目的とした情報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」

の店舗改装に伴う設備投資資金や中古携帯電話機内の個人情報消去システムの開発資金として充当したい

と考えております。 

当社が、第三者割当増資による資金調達を選択した理由といたしましては、株式会社 光通信との間で、

資本・業務提携を行うことにより、両社の協力関係を一層強固にすると共に、両社が有する商材と種々の

サービスを相互に補完しつつ、合わせて販路の拡大を行うことが、企業価値並びに株主価値の向上に繋が

るとの判断に至ったことによるものであります。 
また、今後の事業拡大に向けての資金需要に対し、必要資金を全て手元資金にて充当した場合は、必要

な運転資金の確保に少なからず影響をおよぼす可能性も有り、自己株式を保有していないことからも、新

株の発行による第三者割当増資の実施が、今後の協力関係や財務基盤の強化のうえでも、現在取りうる最

善の手段であると判断したことによるものであります。 
以上のようなことから、当社は第三者割当増資による資金調達を選択しております。 
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３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

 

         80,454,330 円 

 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

 

具 体 的 な 使 途 金  額 支出予定時期 

① 借入金の一部返済資金 

      金融機関３行より借入れている短期借入金 197

百万円の内、約定返済資金として使用 

 

約 30 百万円 

平成 22 年 11 月 

～ 

平成 23 年１月 

② 設備投資資金 

      今後の事業の柱となる中古携帯電話機販売コ

ーナー整備を主な目的とした情報通信ショッ

プ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」の店舗改装および中古携

帯電話機内の個人情報消去システムの開発に

伴う設備投資資金として使用 

約 50 百万円 

平成 22 年 11 月 

～ 

平成 23 年４月 

 

 

４．調達する資金使途の合理性に関する考え方 

 

当社は、株式会社 光通信との資本・業務提携に伴う第三者割当増資による資金調達により、両社の協力

関係を一層強固にすると共に、両社が有する商材と種々のサービスを相互に補完しつつ、合わせて販路の

拡大を行うことで、当社の企業価値の向上に資するものと考えております。 

具体的に、今回第三者割当増資により調達した資金につきましては、一部を金融機関への借入金返済に

充当することにより、金利負担の軽減化はもとより、当社の平成 22 年４月期の有価証券報告書、並びに同

決算短信にある「継続企業の前提に関する重要事象等」に記載の今後の資金繰り等において、財務体質の

健全化と信用力の向上が見込まれると考えております。 

また、店舗リニューアル資金の他、中古携帯電話機内の個人情報消去システムの開発資金として使用す

ることにより、既存の携帯電話機の販売事業はもとより、中古携帯電話機等を取扱うリユース事業におい

ても、設備および関連システムの両面を整備することにより、今後の店舗展開のモデルケースとして、フ

ランチャイズ加盟店の募集や、販売チャネルの多様化等、両社に共通する移動体通信分野のみならず、そ

れぞれが持つ得意とする分野において、集客力の向上と業容の拡大が見込まれるものと考えております。 

当社におきましては、上記に記載いたしました財務体質の強化に向けた借入金の返済資金の他、既存の

移動体通信関連事業、並びに将来の中核事業として位置付けております中古携帯電話機の販売等のリユー

ス事業について、今後の事業拡大に向けての資金需要に対し、必要資金を全て手元資金にて充当した場合

は、将来の運転資金の確保に少なからず影響をおよぼす可能性も有り、これを回避するためにも当第三者

割当増資による資金調達は有効な方法であると考えております。 

従いまして、今回の第三者割当増資による資金調達につきましては、今後の企業価値および株主価値の

向上に寄与するものと考えており、調達する資金使途につきましては、合理性があるものと判断いたして

おります。 

なお、本第三者割当増資により調達した資金につきましては、調達する資金の具体的な使途に記載いた

しましたとおり、支出予定時期が到来するまでの間、当社銀行預金等のリスクの低い金融資産として適切

な管理を行う予定であります。 
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５．発行条件等の合理性 

 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

 

発行価額につきましては、本第三者割当増資についての取締役会決議日の直前営業日に当たる平成22

年11月４日から遡る直近１ヵ月の株式会社 大阪証券取引所（JASDAQスタンダード市場）が公表した当

社株式の終値の平均株価の金額である１株24,798円に５％のプレミアムを付して、26,037円といたしま

した。  

発行価額の算定にあたって、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日から１ヵ月遡った

期間の平均株価を算定の基準としたのは、一般的な相場変動による影響を受ける直前営業日の終値を参

考にするのではなく、昨今の不安定な株式市場や、最近の当社株価変動状況・売買高等を考慮し、一定

期間の平均株価という平準化された値を基準とすることが算定根拠として客観性が高く、また５％のプ

レミアムを付しましたことは、今後の設備投資計画に基づき算定された必要額の確保について、当初か

らの双方合意により算出されたものであり、これらの事項を勘案した結果、本発行価額は、合理的であ

ると判断したためであります。  

また、当該発行価額につきましては、取締役会決議の直前の株価 22,200 円を上回っており、過去     

１ヶ月間の平均値を 10％以上下回るものではございませんが、３ヶ月間および６ヶ月の平均では、それ

ぞれ 8.3％、15.2％と 10％以上のディスカウントとなっておりますが、最近の当社株価の変動から、会

社法第 199 条第３項に規定されております特に有利な金額ではないと判断いたしております。 

なお、常勤監査役１名および社外監査役２名により構成される監査役会から、本第三者割当増資の払

込金額が割当予定先に特に有利でないことに係る適法性に関し適法であること、並びに本第三者割当増

資の必要性並びに相当性が認められるとの意見を得たうえで、平成 22 年 11 月５日開催の取締役会にお

いて内容を十分に検討し、出席取締役全員の賛成により決議されております。 

ご参考までに、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前日の株価は１株 22,200 円（プレミア

率 17.3%）、取締役会決議日の直前日から遡る直近 3ヵ月の当社株式の終値の平均株価は、１株 28,381

円（小数点以下を四捨五入、ディスカウント率 8.2%）、取締役会決議日の直前日から遡る直近６ヵ月の

当社株式の終値の平均株価は１株 30,717 円（小数点以下を四捨五入、ディスカウント率 15.2%）となっ

ております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

 

本第三者割当増資により新規に発行する株式数は、3,090株、議決権の数は、3,090個であり、本第三

者割当増資前の当社株式の発行済株式総数 31,000株、議決権の数 31,000個に対し、それぞれ 9.97%に

相当し、これによって１株あたりの株式価値の希薄化が生じます。  

しかしながら、当社といたしましては、本第三者割当増資による新株式の発行により、割当先である

株式会社 光通信との間で、それぞれが持つ得意とする分野において、協力関係をより一層強固にする

と共に、両社が有する商材と種々のサービスを相互に補完し、合わせて販路の拡大を行うことによる事

業拡大が見込まれること、また今後の事業拡大に向けての資金需要に対して必要資金を確保することが

出来ると共に、財務基盤の強化が図れることから、本第三者割当増資は、当社の企業価値の増大と既存

株主の利益向上に資するものと考えております。 

なお、本第三者割当増資により、当社第三位の大株主である株式会社 光通信の発行済株式総数に対

する所有株式数の割合および議決権の個数に対する割合は、平成 22 年４月 30 日現在における 6.52%か

ら 14.99%と 8.47 ポイント増加する予定でありますが、当社の支配株主について、今回の第三者割当増

資に伴う異動はございません。 

以上のことから、本第三者割当増資による新株式の発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的である

と判断いたしております。 



- 5 - 

 

６．割当先の選定理由等 

 

（１）割当先の概要 

（平成 22 年３月 31 日現在） 

① 商 号 株式会社 光通信 

② 本 店 所 在 地 東京都豊島区南池袋一丁目 16 番 15 号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 玉村 剛史 

④ 事 業 内 容 

移動体通信事業、ＯＡ機器販売事業、固定回線取次事業、 

インターネット関連事業、保険代理店事業、ビジネスソリューシ

ョン事業 他 

⑤ 資 本 金 の 額 54,259 百万円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和 63 年２月５日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 58,349,642 株 

⑧ 事 業 年 度 の 末 日 ３月 31 日 

⑨ 従 業 員 数 5,298 名（連結）、427 名（単体） 

⑩ 主 要 取 引 先 

シャープドキュメントシステム株式会社、アリコジャパン、 

アメリカンファミリー生命保険会社、アメリカンホーム保険会社、

ソフトバンクモバイル株式会社、KDDI 株式会社 他 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 
みずほコーポレート銀行、りそな銀行、三井住友銀行、 

三菱東京 UFJ 銀行（順不同） 

⑫ 

 

大株主及び持株比率 

 

有限会社 光パワー 

重田 康光 

株式会社 光通信 

（34.86％） 

（13.54％） 

（ 6.74％） 

資 本 関 係
当該会社は、当社株式を 2,021 株（持株比率

6.52％）保有しております。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 ⑬ 当 社 と の 関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

当該会社は、当社の関連当事者には該当しませ

ん。また、当該会社の関係者および関係会社は、

当社の関連当事者には該当しません。 

⑭ 最近３年間の経営成績及び財政状態 （単位：百万円）

 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期

純 資 産 135,154 116,094  114,046 

総 資 産 230,777 221,091  217,552 

１株当たり純資産（円） 2,130.50 1,836.39  1,967.93 

売 上 高 314,135 333,663  349,097 

営 業 利 益 22,919 21,464  3,847 

経 常 利 益 23,522 20,902  2,817 

当 期 純 利 益 2,801 △1,002  755 

１株当たり当期純利益（円） 48.20 △17.55  13.51 

１株当たり配当金（円） 60.00 60.00  60.00 

※ なお、当社は、割当先、当該割当先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一切関係がな

いことを確認しており、その旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に提出しております。 
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（２）割当先を選定した理由 

 

当社と資本・業務提携を予定する株式会社 光通信、並びに同社グループは、第 24 期第１四半期末に

おいて、子会社 115 社、持分法適用非連結子会社８社および、持分法適用関連会社 100 社により構成

されており、各事業子会社・関連会社において、中小企業向けのＯＡ機器販売や、各種通信サービスの

加入取次、法人向け移動体通信サービスの提供等を行う「法人事業」の他、携帯電話ショップの運営お

よび販売パートナーに対する携帯電話端末の販売を行う「ＳＨＯＰ事業」、並びに「保険事業」等を行

っております。 

当社は、ますます競争の激化が予測される移動体通信分野においては、サービスの終了が間近な第二

世代移動体端末機器からの買換需要、法人・個人の二台目需要、昨今のスマートフォンブームに伴う二

台目需要への対応を強化してまいりましたが、買換サイクルの長期化に伴う販売機会の急激な減少およ

び販売コミッションの逓減等により、同事業における収益環境は厳しい状況が続いており、当業界にお

いて強い営業力を有する株式会社 光通信との資本・業務提携を行なうことにより、同社が擁するグル

ープ企業との取引関係を構築し、収益環境の改善を図ることが可能であると判断をいたしました。 
また、当社の中古携帯電話機「エコたん」の取扱いを初めとするリユース事業においては、大手家電

量販店やリユース専門企業との協業の他、フランチャイズ加盟店の募集等、販売チャネルの多様化を積

極的に推進した結果、割賦販売に伴う移動体通信端末機器の高騰や「エコロジー」機運の高まりと共に、

社会への認知度の向上に合わせ順調に売上高が増加しております。 

当社は、同事業分野において先駆的な役割を担っておりますが、携帯電話ショップおよび販売パート

ナーに対する携帯電話端末の販売等、同社の「ＳＨＯＰ事業」における圧倒的な国内店舗網を始めとし

た強力な営業力を有する株式会社 光通信、並びに同社グループとの取引関係を強化することで、両社

が有する商材と種々のサービスを相互に補完し、合わせて販路の拡大を行うことにより、同事業を更に

発展させることが可能であると考えられ、とりわけ両社に共通する移動体通信分野のみならず、それぞ

れが持つ得意とする分野において両社の利害を一致させることにより、両社の協力関係をより一層強固

なものとし、長期に渡りこれらの提携事業を継続するためには、資本・業務提携、並びに本第三者割当

増資の実施が最善であると判断したことから、株式会社 光通信を割当先として選定いたしました。 

 

（３）割当先の保有方針 

 

本第三者割当増資につきましては、両社の協力関係を一層強固にすると共に、両社が有する商材と

種々のサービスを相互に補完し、合わせて販路の拡大を行うことにより、企業価値並びに株主価値の向

上を図ることを前提としていることから割当先からは、長期（２年以上）に渡る投資として株式を保有

する方針であることを確認しております。  

なお、当社は、割当先より、払込期日である平成22年11月22日から２年間において、割当を行う新株

式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡

日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、並びに当社が当該報告の内

容を大阪証券取引所に書面にて報告すること、および当該報告の内容が公衆の縦覧に供されることに同

意することを書面にて確約を得ております。 

 

（４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

 

本第三者割当増資による新株式発行の払込みに要する資金につきましては、割当先の財産の存在を 

平成 23 年３月 期第１四半期の財務諸表、並びに預貯金等の残高明細等の写しを入手することにより確

認を行っております。 

そのため、当社は、本第三者割当増資による新株式発行の払込みに確実性があると判断しております。 
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７．募集後の大株主及び持株比率 

 

募集前（平成 22 年４月 30 日現在） 募   集   後 

現代商事 株式会社 31.45 ％ 現代商事 株式会社 28.60％ 

高 山  守 男 29.49 ％ 高 山  守 男 26.82％ 

株式会社 光通信 6.52 ％ 株式会社 光通信 14.99％ 

高 山  明 美 2.90 ％ 高 山  明 美 2.64％ 

日本テレホン社員持株会 0.93 ％ 日本テレホン社員持株会 0.85％ 

日本証券金融 株式会社 0.50 ％ 日本証券金融 株式会社 0.45％ 

松井証券 株式会社 0.42 ％ 松井証券 株式会社 0.38％ 

長 田  将 示 0.35 ％ 長 田  将 示 0.32％ 

深 田  千 恵 子 0.29 ％ 深 田  千 恵 子 0.26％ 

堀 田  憲 昭 0.29 ％ 堀 田  憲 昭 0.26％ 

※1.  募集前の大株主および持株比率は、平成22年４月30日時点の株主名簿をもとに作成しております。  

※2． 持株比率は、小数点第３位を四捨五入しております。  

※3． 募集後の大株主及び持株比率は、今回の割当先以外の株主（新株式発行前からの株主）について、

平成22年４月30日より保有株式数に変更がないとの前提で、新株式発行による株式の増加分を加

味したものであります。 

 

 

８．今後の見通し 

 

本第三者割当増資により、株式会社 光通信、並びに同社グループとの取引関係が強化されると共に、増

資資金による財務基盤の強化と設備投資の実施による店舗の改装等、中長期的な営業力の強化が図れるも

のと考えております。 

なお、平成23年４月期通期の業績に与える影響につきましては、現在第２四半期累計期間の業績を精査

中であり、このため、平成22年６月14日付け「平成22年4月期 決算短信（非連結）」において公表した業

績予想に変更はございませんが、今後、公表した業績予想に変更が生ずる場合は、その影響が判明しだい

速やかに公表をさせて頂く所存であります。 

 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

 

本第三者割当増資につきましては、希薄化率 9.97％であり、① 希釈化率が２５％未満であること、② 支

配株主の異動を伴うものではないこと（新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であって

も、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、株式会社 大阪証券取引所の定める「企業行動

規範に関する規則」第２条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きを行っておりま

せん。 
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１０．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（非連結）（単位：百万円） 

 平成 20 年４月期 平成 21 年４月期 平成 22 年４月期 

売 上 高 15,586 7,665  6,949 

営 業 利 益 △19 △180  △89 

経 常 利 益 △16 △72  △86 

当 期 純 利 益 △188 △136  △108 

１株当たり当期純利益（円） △6,084.10 △4,387.19  △3,485.65 

１株当たり配当金（円） － －  － 

１株当たり純資産（円） 37,144.44 32,757.24  29,271.59 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 22 年４月 30 日現在） 

種    類 株  式  数 
発行済株式数 

に対する比率 

発 行 済 株 式 数 31,000 株  １００％ 

現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数 － 株  － ％ 

下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数 － 株  － ％ 

上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数 － 株  － ％ 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成 20 年４月期 平成 21 年４月期 平成 22 年４月期 

始  値 67,500 円 38,800 円 17,000 円 

高  値 113,000 円 82,000 円 61,100 円 

安  値 37,200 円 12,600 円 13,700 円 

終  値 39,000 円 17,000 円 46,500 円 

 

② 最近６か月間の状況 

 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 

始  値 42,350 円 32,800 円 30,700 円 30,100 円 30,300 円 29,750 円

高  値 44,800 円 46,900 円 35,300 円 43,800 円 31,800 円 29,750 円

安  値 28,500 円 27,600 円 28,800 円 28,300 円 28,000 円 22,500 円

終  値 33,300 円 30,700 円 30,300 円 30,300 円 28,400 円 23,100 円

 

③ 発行決議日（又は前日）における株価 

 平成 22 年 11 月４日現在

始  値 22,010 円 

高  値 22,200 円 

安  値 22,010 円 

終  値 22,200 円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 

        該当事項はありません。 

以 上 


